


 

【参考】時間外削減に貢献した取組事例（H30職場アクションシート等より） 

 

＜業務プロセスの見直し＞ 

・申請開始時期を前倒ししたり、現地調査期間を拡大したりすることで、１日

あたりの業務時間を平準化する。 

・繁忙期に備え、あらかじめ資料保管場所や作業機器を確保しておく。 

・市町に協力依頼し、県への問い合わせを、原則電話からメールに変更。 

・資料の情報提供先を、本来必要な範囲に厳選する。 

・公表資料の緊急的な差替作業を減らすため、各資料作成時における精査を徹

底するとともに、集約後にトリプルチェックすることで、印刷前のミス発見

につなげる。 

 

＜業務体制の見直し＞ 

・在籍年数の長い職員への負担軽減のため、所属内の勉強会により、対応でき

る職員を増やす。 

・職員（主務者）による対応が必須である範囲を明確化し、職員（主務者）以

外でも対応できる業務を代わりに行ってもらう。 

・課長、班長が時間外勤務の必要性を確認したうえで、時間外勤務者をホワイ

トボードに表示し、業務の平準化に向けた職員同士の意識醸成を図る。 

 

＜進捗管理の徹底＞ 

・班単位で定期的にミーティングを行い、重要度・緊急度を付した各人の仕事

の進捗状況や応援依頼、困りごと等を共有し、サポート体制を強化する。 

（ＭＩＥ職員力アワード ワーク・ライフ・マネジメント部門賞） 

・各班が向こう３か月間で達成すべき目標を明確にし、班長・班長代理を中心

とした業務の進捗管理と進め方の見直しを徹底することで、手戻りや直前の

追い込みを減らす。 

・時間外勤務の月ごとの目標を定めて可視化し、前月の時間外勤務の要因・偏

りが生じた原因等を検証し、事務分担を変更するなど業務量を平準化する。 
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２ 令和元年度ワーク・ライフ・マネジメント推進方針に掲げた目標の状況 
 

（１）ワーク・マネジメントの推進に関する部局目標の状況 

令和元年度ワーク・ライフ・マネジメント推進方針に掲げた時間外勤務

時間数、超長時間勤務者数にかかる各部局の目標は、別表１のとおりです。

なお、全庁目標は以下のとおりです。 

 

 

 

【別表１】時間外勤務時間（1人あたり）、超長時間勤務者数の目標 

※時間外勤務手当支給対象者（国等への派遣職員を除く。） 

 時間外勤務時間（時間、％） 

令和元年
度目標 

昨年度 
実績 

昨年度 
実績比 

25年度 
実績 

対25年度 
実績比 

防災対策部 291 344 ▲15% 417  ▲30% 

戦略企画部 162 190 ▲15% 232  ▲30% 

総務部 84 93 ▲10% 130  ▲35% 

医療保健部 125 199 ▲37% 179  ▲30% 

子ども・福祉部 146 237 ▲38% 209 ▲30% 

環境生活部 166 166 ±0 293  ▲43% 

地域連携部 110 135 ▲19% 157  ▲30% 

農林水産部 129 139 ▲7% 184  ▲30% 

雇用経済部 175 175 ±0 284  ▲38% 

県土整備部 214 220 ▲3% 306  ▲30% 

出納局 30 63 ▲52% 43  ▲30% 

企業庁 122 154 ▲21% 174  ▲30% 

病院事業庁（県立病院課） 167 214 ▲22% 264  ▲37% 

教育委員会事務局 169 230 ▲27% 241  ▲30% 

人事委員会事務局 50 96 ▲48% 72  ▲31% 

監査委員事務局 106 76 ＋39% 152  ▲30% 

労働委員会事務局 90 73 ＋23% 7  ＋1186% 

海区漁業調整委員会 22 27  ▲19%  0  皆増 

 

時間外勤務実績：令和元年時点  H25実績から 30％削減（154時間） 

超長時間勤務者数：令和元年度  H25実績から 70％削減（118人） 
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 超長時間勤務者数（人、％） 

令和元年
度目標 

昨年度 
実績 

対昨年度
比 

25年度 
実績 

対 25年
度比 

防災対策部 7 13 ▲46% 28 ▲75% 

戦略企画部 0 5 皆減 7 皆減 

総務部 0 3 皆減 20 皆減 

医療保健部 7 27 ▲74% 25 ▲72% 

子ども・福祉部 12 49 ▲76% 37 ▲68% 

環境生活部 0 0 － 34 皆減 

地域連携部 0 3 皆減 5 皆減 

農林水産部 0 1 皆減 27 皆減 

雇用経済部 0 11 皆減 44 皆減 

県土整備部 22 22 ±0% 153 ▲86% 

出納局 0 0 － 0 － 

企業庁 0 0 － 1 皆減 

病院事業庁（県立病院課） 0 0 － 1 皆減 

教育委員会事務局 0 7 皆減 12 皆減 

人事委員会事務局 0 0 － 0 － 

監査委員事務局 0 0 － 0 － 

労働委員会事務局 0 0 － 0 － 

海区漁業調整委員会 0 0 － 0 － 

 
＜参考＞各部局の目標の積み上げ 

時間外勤務時間 ：151時間（対 25年度実績比▲32%、対 30年度実績比▲17%） 

超長時間勤務者数：48人（対 25年度実績比▲88%、対 30年度実績比▲66%） 
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（２）ライフ・マネジメント支援の推進に関する部局目標の状況 

令和元年度ワーク・ライフ・マネジメント推進方針に掲げた目標のうち、

年休取得時間数の各部局目標については、別表２のとおりです。なお、全

庁目標は令和元年度時点で 115時間以上です。 

また、夏季休暇取得率、男性職員の育児参加休暇および育児休業の取得

率の全庁目標は、別表３のとおりです。 
 

【別表２】年休取得時間目標（1人あたり）※管理職員を含む 

 年休取得時間（時間） 

令和元年
度目標 

昨年度 
実績 

25年度 
実績 

防災対策部 115 95  73 

戦略企画部 115 106 97 

総務部 120 119 104 

医療保健部 115 103 104 

子ども・福祉部 115 96 95 

環境生活部 115 102 83 

地域連携部 115 115 106 

農林水産部 115 109 97 

雇用経済部 115 106 81 

県土整備部 130 130 111 

出納局 120 122 122 

企業庁 124 125 124 

病院事業庁（県立病院課） 127 110 74 

教育委員会事務局 115 90 84 

人事委員会事務局 115 79 98 

監査委員事務局 115 109 110 

労働委員会事務局 140 180 133 

海区漁業調整委員会 118 118 101 

 

＜参考＞各部局の目標の積み上げ 

年休取得時間：119時間（対 25年度実績＋18時間、対 30年度実績＋7時間） 

 
【別表３】夏季休暇取得率、男性職員の育児参加休暇および育児休業の取得率 

項  目 令和元年度目標  昨年度実績  

夏季休暇取得率 100％ 
(取得率)    98.7％ 

(100％取得者) 96.2％ 

男性職員の育児参加休暇取得率 100％ 93.33％ 

男性職員の育児休業取得率 25％ 36.67％ 
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（３）意識・組織風土改革に関する目標の状況 

「日本一、働きやすい県庁（しょくば）アンケート」（ＷＬＭに関する項

目）の満足度の全庁目標は、別表４のとおりです。 
 
【別表４】 

 

 

３ 今年度のワーク・ライフ・マネジメントの推進に向けて 

今年度は目標の最終年度であり、知事、部局長、所属長、職員、それぞれが

主体的に、これまで以上にワーク・ライフ・マネジメントの推進に注力するこ

とが求められます。知事・部局長はリーダーシップを発揮し、所属長はこれま

でに蓄積された他所属の効果的な取組事例も積極的に活用しながら、的確なマ

ネジメントを行い、職員は気づきや改善提案を発信するなど、それぞれの立場

に応じて、コミュニケーションを十分にとりながら取り組むことが必要です。 

なお、新たに進めていく全庁的な取組は、次のとおりです。 

（１） テレワーク（※）の試行 

多様な働き方に向けての検討を進める中で、テレワーク（サテライト勤務）

については、昨年度、希望する職員が県庁舎への出張の前後に活用するとい

う条件のもと、総務部内で試行しました。ハード面の大きな課題はなく、試

行の目的としていた業務の効率化等につながったという意見が多かったこ

とから、対象職員を拡大し、７月から全庁的に試行を行います。 

   また、業務プロセス改善に向けて、テレワーク（モバイルワーク）につ

いても、９月から実証研究を開始し、ニーズや課題を把握します。 
 

（※）テレワークとは、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、時間や場所を有

効に活用できる柔軟な働き方。次の３つの形態がある。 

・施設利用型勤務…サテライトオフィス等を就業場所とするもの 

・モバイルワーク…施設に依存せず、いつでもどこでも仕事が可能な 

状態なもの 

・在宅勤務…自宅を就業場所とするもの （総務省ホームページより引用） 

 
（２）朝型勤務の本格実施 

意識・組織風土改革を進めるため、これまでの試行結果をふまえて、６～

９月に時差出勤勤務（夏季における朝型勤務）を本格実施します。 

 

項  目 令和元年度目標  昨年度実績  

「ワーク」も「ライフ」も充実させていこう

とする雰囲気がある 
3.35 3.35 

「ワーク」も「ライフ」も充実した働き方、

生き方ができている 
2.81 2.81 
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（３）次年度以降の取組に向けた検証 

今年度は全庁目標の最終年度であるため、これまでの取組を検証するととも

に、次年度以降のワーク・ライフ・マネジメントの進め方について検討してい

く必要があります。 

今年度から、すべての職場で法令による時間外勤務命令の上限が設定されま

したが、法令遵守にとどまらず、ワーク・ライフ・マネジメントにおける基本

的な取組方向に基づいてさらに働きやすい職場づくりを進めていくため、推進

取組や目標項目等について、職員の意見も聴きながら小委員会を中心に検討を

進めていきます。 
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参考 

＜抜粋版＞ テレワーク（サテライト勤務）試行マニュアル

第１ 概要 

１ 試行の目的 

（１） 働き方の多様化により、時間を有効活用するとともに業務のやり方を見直すこ

とで、業務の効率性を高める。 

（２） 働き方の多様化により、仕事以外の事情への柔軟な対応や、充実感を持って自

己実現していくことの重要性への認識を促す。 

（３）職員が生き生きと仕事ができる「日本一、働きやすい県庁（しょくば）」を構築

し、県民サービスの向上につなげる。 

２ サテライトオフィス（以下、「オフィス」）の設置場所及び定員 
（１） 四日市庁舎 ２階 地域防災総合事務所 地域調整防災室［２名］ 

（防災行政無線 8-22-8-2226） 

（２）伊賀庁舎  ４階 地域防災総合事務所 第５会議室［２名］ 

 （防災行政無線 8 -29-8-7275） 

（３）伊勢庁舎  ４階 南勢志摩地域活性化局 地域活性化防災室［２名］ 

（防災行政無線 8 -26-8-5111） 

（４）尾鷲庁舎  ３階 紀北地域活性化局 出納駐在室［１名］ 

 （防災行政無線 8-27-8-7320） 

（５）本庁舎付近 三重県勤労者福祉会館５階 職員研修センター執務室 ［４名］ 

 （防災行政無線 8-80-8-3395） 

３ サテライト勤務を行うことができる職員、期間 
ワーク・ライフ・マネジメントの対象職員が、令和元年７月10日から令和元年12月27

日の間、利用できます。（業務補助職員、臨時職員及び非常勤嘱託員は対象外）

４ サテライト勤務を行うことができる場合 
オフィスが設置されている庁舎（※）に出張した際、出張用務の前後の空いた時間に、

オフィスに立ち寄って勤務を行うことにより業務が進捗すると認められる場合

（※）本庁舎付近については、本庁舎、三重県勤労者福祉会館、栄町庁舎及び吉田山

会館への出張を対象とします。 

６ サテライト勤務の実施単位 
出張用務の前後の必要な時間（時間・分）について行うことができます。 

※ 勤務終了後に休暇取得を要するか否かは、通常の出張の場合と同様。
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７ サテライト勤務の実施回数 
実施回数の上限はありません。 

 

第２ 服務の取扱い  
１ 服務上の取扱い 

出張扱いとなります。 
 
３ サテライト勤務中の服務管理・業務遂行状況の把握 

サテライト勤務実施職員は、サテライト勤務の開始時及び勤務終了時に、庁内メール

や電話等により所属長等に、勤務の開始及び勤務の終了（業務の進捗状況等を含む）に

ついて報告してください。 

勤務時間中も、適宜、庁内メールや電話（オフィスに設置している PHS を利用する場

合は防災行政無線回線を利用すること）等により所属と連絡を取り合い、必要な指示を

受ける等してください。 
 
４ サテライト勤務時の時間外勤務 

この制度は、職員のワーク・ライフ・マネジメントの推進を目的としており、原則と
して時間外勤務は命じない こととします。従って、サテライト勤務の申請の際には、時
間外勤務となることが予想される業務計画を立てないようにしてください。 

 

第４ サテライト勤務で可能な業務・活用例 
 
１ 実施可能な業務 
 オフィスでは、三重県行政ＷＡＮを介して、専用パソコンから自身の一人一台パソコ

ンへ「リモートデスクトップ接続」を行うことで、普段と同じパソコン環境で、各種業

務システムの利用や所属のファイルサーバへのアクセス等が可能となります。 

 例えば、メール確認・添付ファイル保存、報告書（復命書）作成、会議資料作成等は

適する業務であると考えられます。 

 

第５ その他の留意事項 
 
１ オフィスでの印刷 

 印刷した書類の放置など、セキュリティ上の課題があることから、オフィスにはプリ

ンタやコピー機は設置しておらず、印刷はできません。作成したデータ等は、リモート
接続している自身の一人一台パソコンのマイドキュメントや所属のファイルサーバ等に
保存してください。 

 
２ ＵＳＢや個人情報を含む書類等の取り扱い 

 サテライト勤務にあたっては、ＵＳＢの使用や個人情報を含む書類等の持ち出しは不

可とします。専用パソコンにＵＳＢの接続口はありません。 
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